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第 1 章 日米地位協定該当者の取扱い

第 1 節総論

第 1 日米地位協定

「日本固とアメリカ合衆国との聞の相互協力及び安全保障条約第 6条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定J ( 以下「日米地位協定」とい

う0) は r日本固とアメリカ合衆国との聞の相互協力及び安全保障条約J ( 以下「日米安
全保障条約」としづ白) 第 6 条の規定に従い締結された協定である。

当局が関係するのは， 日米地位協定第 1条( 定義) ，第 5 条( 米国により運航される船

舶及び航空機の入港)，第 9 条( 米国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者

の出入国)，第 1 4 条( 米国政府が指定する契約業者の被用者の出入国) 等である。
( 参考) 日米安全保障条約第 6 条

日本国の安全に寄与し，並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する

ため，アメリカ合衆国は，その陸軍，空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を
使用することを許される。

前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は， 1 9 5  2年
2 月 2 8 日に東京で署名された日本固とアメリカ合衆国との聞の安全保障条約第 3 条

に基づく行政協定( 改正を含む白) に代わる別個の協定及び合意される他の取極によ

り規律される。
第 2 全般的留意点

第 2 節 目米地位協定該当者の範囲

第 1 基本的事項



第 4 分冊第 1 3 編

日米安全保障条約第 6 条に定める特別の任務及び特別の身分をもって入国・在留しよう

とする者は， 日米地位協定に基づき，上陸審査の対象とならないD

これは， 日米地位協定第 9 条により，合衆国軍隊の構成員は旅券及び、査証に関する我が

国の法令の適用から除外され，また，合衆国軍隊構成員及び軍属並びにそれらの家族は外

国人の登録及び管理に関する我が国の法令の適用から除外されるためである。

第 2 日米地位協定該当者の範囲( 日米地位協定第 1条)
1  合衆国軍隊の構成員( 同条( a) 項)

本邦にある聞における米国の陸軍，海軍及び空軍に属する現役軍人( 沿岸警備隊を含む。)

をいう D

2  軍属( 同条 (b) 項)

米国の国籍を有する文民で，米国軍隊に雇用され，これに勤務し，又はこれに随伴する

者( 通常本邦に居住する者及び協定第J 4 条 1 に掲げる者を除くo) をしづo.

一圃
二工

オ

なお， 日米二重国籍者で合衆国が本邦に入れたものは合衆国国民とみなし通常日本

国に居住する者」とは特別永住者又は「永住者」の在留資格を有する者をしづ白

3  家族( 同条 (c) 項)

家族とは，在日米国軍に所属する合衆国軍隊の構成員又は軍属を次のいずれかの関係に

- 2  -
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あり，かっ，米国軍当局が日米地位協定上の家族として認めた者をいう。

• 
ア 配偶者又は 2 1歳未満の子( 養子及び連れ子を含む。)

イ 父若しくは母( 配偶者の父母を含む。) 又は 2 1歳以上の子で，その生計費の半額
以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの

② 

③ 

④ 

• 
第 3 節 目米地位協定該当者の出入国手続

第 1 入国手続

- 3  -
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• 

⑥ • 
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イ.

ワ.

-
2  
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第 2 出国手続

1  

ウ

2  
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第 4 節その他

第 1 日米地位協定該当者の基地外稼働

(  1  )  

2  

3  

4  
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第 2 米海軍における日米地位協定上の被扶養家族承認申請に係る取扱い

3  

4  

ー 8 -
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第 2章 国連軍地位協定該当者の出入国に関する取扱い

第 1節総論

第 1 国連軍地位協定

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定( 以下「国連軍地位協定J としづ 0)

は，国際連合憲章第 2 条の趣旨を踏まえ朝鮮における国際連合の行動に参加している軍隊

の我が国における地位，待遇等を定めるため締結された協定である。

第 2 全般的留意点

第 2 節 国連軍地位協定該当者の範囲

第 1 基本的事項

国連軍地位協定に該当する者( r 国連軍地位協定該当者」という。以下同じ。) は，同

協定に基づき，上陸審査の対象とならない。

これは，国連軍地位協定第 3 条により，国連軍構成員は，旅券及び査証に関する我が国

の法令の適用から除外され，また，国連軍構成員及び軍属並びにそれらの家族は外国人の

登録及び管理に関する我が国の法令の適用から除外される。

第 2 国連軍地位協定該当者の範囲( 国連軍地位協定第 1条)
国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣され，国際連合軍司令部又は派遣国

の当局が認める次のものをいう o

1  国連軍構成員( 同条( e) 項)

国際連合の軍隊に属し現に服役中の人員で日本国内にある聞におけるものをいう。

2  軍属( 同条( f  ) 項)
派遣国の国籍を有し，かっ，国際連合の軍隊に雇用され，これに勤務し，又はこれに随

- 9 幽
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伴する文民で，日本国内にある聞における者( 日本国に通常居住する者を除く 0) をしづ O
3  家族( 同条( g  ) 項)
次の者で日本国内にある聞におけるものをいう。

(  1  ) 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び 21 歳末満の子

(  2  ) 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の父，母及び 21 歳以上の子で，その生計費の半額
以上をこれらの者に依存する者

第 3 節 国連軍地位協定該当者の出入国手続

第 1 入国手続

1  

(  1  )  

(  2  )圃・

(  3  ) 圃

2  

3  

- 10 -
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第 2 出国手続

(  1  )  

( 2 )  • 

(3) • 

2  
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第 3章 日米地位協定該当者及び国連軍地位協定該当者の
在留資格の取得及び抹消

第 1 節在留資格の取得

第 1 対象

日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続を経ることなく本

邦に在留することとなる者で，当該事由の発生後 6 0 日を超えて本邦に在留しようとする
もの。

第 2 審査

次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に許可する O

1  行おうとする活動が法別表第 1又は第 2 に掲げる申請に係る在留資格の下欄に掲げる活

動に該当すると認められること O

2  行おうとする活動が法別表第 1 の 2 の表又は 4 の表の上欄に掲げる在留資格に該当する

場合は，基準省令への適合性が認められること O

3  その他許可することが適当と認められること O

① 

第 3 在留資格・在留期間の決定

在留資格及び在留期間は第 1 2編 在留資格」に基づき決定する。

第 4 許可の証印

1  許可番号

申請受理番号と同ーとする O

- 12 -
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2  許可年月日

証印をした年月日とする。

第 5 日米地位協定該当者からの軍籍離脱者に関する特則

日米地位協定該当者である軍人・軍属で，米軍の軍籍を離脱し，引き続き本邦に在留

しようとする者に関する在留資格取得許可については第 1 0 編 在留審査」及び本章

に定めるところによるほか，次に定めるところにより措置する O

なお，本特則は日米地位協定該当者のうち軍人及び軍属に適用されるものであり，軍人

又は軍属の家族については，国籍離脱者等の場合と同様に取り扱う。

1  受理

米軍の軍籍を離脱する前に，施行規則別表第 3 に規定する立証資料及び米軍発給の仮離

脱許可書を提出して申請があったときは，在留資格取得許可の申請を受理する O

2  許可

3  不許可

4  言正印

する口

第 6 終止

申請人の旅券等に許可の証印を押印

申請人が日米地位協定該当者又は国連軍地位協定該当者であることが判明したときは，

直ちに審査を終止し，終止事実，終止年月日及び事由を電算入力する D

( 注) 支援システム未導入庁にあっては，申請受理台帳の備考欄等に終止年月日及び事由

を記載する。

同 13 -
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第 2 節在留資格の抹消

第 1 対象

在留資格を有して在留している者のうち，次に掲げる者となったものが在留資格の抹消
の対象となる。

1  日米地位協定第 1 条( a  ) 項に規定する米国軍隊の構成員，同条(b)項に規定する軍属若

しくは同条( c  ) 項に規定する家族又は同協定第 14 条第 1 項により指定を受けたものの被
用者

2  国連軍協定第 1 条 ( e ) ，(f) ( 通常日本国に居住する者を除く。) 又は( g  ) 項該当
者

第 2 受理
第 1 に規定する者から，次の書類を提出又は提示して在留資格の抹消の願出があったと

きはこれを受理する。

1  提示書類

(  1  ) 旅券又は在留資格証明書

-" 14 -
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(  2 ) 合衆国軍隊の構成員又は国連軍協定第 1 条 (e)項該当者にあっては身分証明書
2  提出資料
(  1  ) 在留資格抹消願出書( 第 1 0 編別記第 17 号様式) 1通

(  2  ) 立証資料
ア 日米地位協定第 1 条 (b) 又は国連軍協定第 1 条 ( f  ) 項該当者

在日米国軍又は国連軍発行の雇用予定証明書

イ 日米地位協定第 1 条 ( c) 又は国連軍協定第 1 条 ( g) 項該当者

在日米国軍又は国連軍発行の構成員又は軍属との家族関係を証する文書

ウ 日米地位協定第 14条により指定を受けた者

在日米国軍及び日米地位協定第 14 条に基づき指定された業者が発行する雇用予定

証明書

3  受理
(  1  ) 願出記載内容の点検

願出を受理したときは，願出書の記載内容を点検し，不備がある場合は願出人に補正

させる。

(  2) 支援システムへの入力等

支援システム導入庁において願出を受理したときは，申請種別，願出受理番号，受理

年月日等必須事項を電算入力するとともにト受理日ごとに進行管理簿( 速報版) を出力

する D

( 注) 支援システム未導入庁においては，受理番号，受理年月日，氏名，国籍，在留資

格，在留期間等必要事項を申請受理台帳に記載する O

(  3  ) 受理番号
受理番号は，第 1 章第 3 節第 6 の 2 (2) に準じて付し，申請種類別の記号は rvJ  
とする D

第 3 審査

地方局等又は出張所の長は 第 1節に該当する者について，旅券又は在留資格証明書に

押印された証印の抹消を決定するD

なお，第 1節の 1又は 2 に該当する者で，法第 2 4条各号の一又は日米地位協定に基づ

く送出要請事由に該当するときは，警備部門の長等に通報する D

第 4 株消の手続

1  抹消の表示

抹消の決定をしたときは，現iこ有効な許可証印に失効 (CANCELLED)印を押印し，当該

ー 15 -
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証印欄外に次のとおり記載した上，処分庁名印又は入国審査官認証印を押印するO

① 日米地位協定第 1 条 ( a  ) 又は (c) 項該当者

f C A N C E L L E D  U N D E R  "THE S T A T U S  O F  F O R C E S A G R E E N I E N T "  M E M B E R ( o r  

D E P E N D E N T )  j  

② 日米地位協定第 1条 (b) 項該当者

f C A N C E L L E D  U N D E R  "THE S T A T U S  O F  F O R C E S  A G R E E N I E N T "  CIVILIAN 

C O M P O N E N T j  

③ 日米地位協定第 1 4 条第 1項により指定を受けた業者の職員

f C A N C E L L E D  U N D E R  "THE S T A T U S  O F  F O R C E S  A G R E E M E N T '  C O N T R A C T O R j  

④ 国連軍協定第 1条 ( e  ) 項該当者
f C A N C E L L E D  UNDER."UNITED N A T I O N S  F O R C E S  A G R E E M E N T "  M E M B E R j  

⑤ 国連軍協定第 1条 ( f  ) 項該当者

f C A N C E L L E D  U N D E R  "UNITED N A T I O N S  F O R C E S  A G R E E M E N T "  CIVILIAN 

C O M P O N E N T j  

⑥ 国連軍協定第 1条 ( g) 項該当者

f C A N C E L L E D  U N D E R  "UNITED N A T I O N S  F O R C E S  A G R E E M E N T "  D E P E N D E N T j  

⑦ 日本国籍を有する者
「日本国籍取得( 又は判明) により抹消」

2  処分入力等
在留資格の抹消を行ったときは，処分年月日，抹消事由等を電算入力する。
( 注) 支援システム未導入庁においては，申請受理台帳に処分年月日，及び抹消事由を

記載する O

3  処分記録の送付
(  1  ) 在留資格の抹消を行った出張所の長は，電算入力のための処分記録の送付の規定を準

用して，当該出張所を管轄する地方局等の長に，処分結果を記載した願出等の写しを送

付する。
d  

(  2  ) 抹消を行った地方局等又は出張所において当該外国人に係る個人記録を保管していな
い場合は，当該記録を保管している地方局等又は出張所の長に，処分結果を記載した願

出等の写しを送付する。

4  外国人登録の案内
在留資格を抹消したときは，登録証明書を居住地の市区町村長に速やかに返納するよう

指導する。

ー 16 -
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第 5 本邦在留中に日米地位協定等該当者の身分を有することとなった者の在留資格抹消願出

1  本邦に在留する外国人が日米地位協定又は国連軍地位協定該当者の身分を有することと
なった場合の在留資格の抹消手続については，第 4 に定めるところによるが，抹消手続を

行った場合には; 出入国管理電子計算機処理要領集( 以下「処理要領集J という o ) に定

めるところにより異動報告を行う O

2  本邦に在留する者であって，そのものの有する在留資格に係る在留期間を経過しており，
現に日米地位協定又は国連軍地位協定該当者の身分を有していることが判明しているもの

については，次のとおり取り扱う。

(  1  ) 違反調査中の場合
審査部門においては，違反調査に係る終局処分を了した後，当該記録の写しの送付を

受け，処理要領集に定めるところにより異動報告を行う凸

(  2  ) 違反調査が行われていない場合
上記 1 の在留資格の抹消の手続に準じて抹消手続を行い，処理要領集に定めるところ

により異動報告を行う。
第 6 抹消しない場合の取扱い

地方局等又は出張所の長は，抹消しない旨の決定をしたときは，願出人に対し，通知書

(第 1 0編別記第 1 8 号様式) を交付する o
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別記第 2号様式

別記第 3 号様式

別記第 4 号様式

別記第 5 号様式

第 4章様式

日米地位協定該当者上陸証印

日J米地位協定該当者出国証印

国連軍地位協定該当者上陸証印

国連軍地位協定該当者出証印
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第 2章審査

第 1節上陸審査

第 1 入国事前審査

• 第 2 上陸審査

第 3 在留審査

第 4 未承認国船舶の取扱い

1 圃

2  ・・・・・・・
(注)

3  • 

注
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第 3章様式

別記第 1 号様式

別記第 1号の 2様式
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第 1 章全般的事項

第 1 全般的留意点

船舶の航行は，船舶単位の言わば集合体として行われているものであり，その一部に何

らかの問題が発生した場合に，その集合体としての船舶に対して責任を課すという考え方

から，当該船舶を慎重審査対象船舶として指定し，その乗員の入国管理を厳格に行うもの

である口

この取扱いに関する主な留意点は，次のとおりである口

(  1  ) 上記「集合体としての責任」が重大であるかを適切に判断し，確実な指定を行う。

(  2) 慎重審査対象船舶の指定制度は，各官署の連携により乗員の厳格な管理を行うものであ

るため，迅速に指定・通報を行う口

(  3  )  i集合体としての責任」を聞いつつ，なお，船舶の事情，乗員への人権等に対する配慮

を適切に行う口

第 2 対象

次のいずれかに当てはまる事情を有する船舶を，慎重審査対象船舶とする D

1  過去 1年以内に密航者を運搬したこと口

• 2  過去 1 年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること口

• 3  過去 1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること口

t
E
4
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4  過去 1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか，運搬した疑いがあると認められる

こと o

5  過去 1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法

令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること。

6  過去 1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕される

などの事情があること D

7  過去 1年以内に，当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者に

よって不法上陸等に不正使用されたことがあること O

8  過去 1 年以内に，払に長が法第 6 章に規定する各種義務を怠り，入国審査官の職務の執行

に著しい支障を来したことがあること D

9  1から 8 に掲げるいずれにも該当しない船舶で，特に慎重審査対象船舶として指定する

必要があると認められるものD

。“
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第 2章 慎重審査対象船舶の指定と解除

第 1 慎重審査対象船舶の指定

1  海港を分担する地方局等又は出張所の長は，船舶について，第 1章第 2 の 1 から 9 に掲

げるいずれかの事実を認めたときは，当該船舶を慎重審査対象船舶として指定する。

2  上記 1の場合で，当該船舶が既に慎重審査対象船舶の指定を受けているときは，海港を

分担する地方局等又は出張所の長は，再度慎重審査対象船舶として指定する。

3  慎重審査対象船舶の指定を行った場合，乗員上陸許可支援システム( 以下「システム」

という。) 導入庁にあっては，システムに入力する。海港を分担していないシステム未導

入庁にあっては，当該船舶の入港実績のあるシステム導入庁に対し適宜の方法により入力

を依頼する O

4  慎重審査対象船舶の指定を行った地方局等及び出張所の長は，当分の間，慎重審査対象

船舶指定通報( 別記第 1 号様式) をもってファクシミリにより，本省へ報告する。この場

合において，当該指定が不適切であるとして，本省から慎重審査対象船舶指定解除の指示

がなされたときには，当該地方局等及び出張所の長は，指定を解除する。

5  出張所の長が自らの判断により指定することが適当でないと認めるものについては，地

方局等の長( 以下「上局」としづ o ) に進達する。

6  入国審査官は，第 1章第 2 の 3 の事案が発生した場合は，船長又は運送業者に脱船逃亡

した乗員に係る乗員調査書( 月I j 記第 3 号様式) を提出させ，これを慎重審査対象船舶指定

通報に添付し，保存する o

第 2 慎重審査対象船舶の指定の解除

1  解除基準

慎重審査対象船舶が，次のいずれかに該当するときは，指定を解除する。

(  1  ) 第 1章第 2 の 1 の理由による指定

慎重審査対象船舶に指定されることとなった事由が発生した日から I年を経過したと

き。

qu 
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(  2  ) 第 1章第 2 の 2及び 4 の理由による指定

慎重審査対象船舶に指定されることとなった事由が発生した日から 1 年を経過したと

、き。

(  3  ) 第 1 章第 2 の 3 及び 5'""'-'9 の理由による指定

慎重審査対象船舶に指定されることとなった事由が発生した日から 1 年を経過したと

きD

• (  4  ) その他

2  解除手続

(  1  ) 慎重審査対象船舶に指定されることとなった事由が発生した日から 1年を経過した船

舶については，システムにより自動的に解除されることから，解除の手続を要しない。

(  2  )  

(  3  ) 慎重審査対象船舶の指定の解除を行った場合，システムで解除を行う口

(4  ) 慎重審査対象船舶の指定を解除した地方局等及び出張所の長は，当分の間，慎重審査

対象船舶指定解除通報( 男IJ記第 3 号様式) をもってファクシミリにより本省へ報告する D

この場合において，当該解除が不適切であるとして，本省から慎重審査対象船舶指定解

除取消の指示がなされたときは，解除を取り消す口

(  5  ) 出張所の長が自らの判断により解除することが適当でないと認めるものについては，

上局に進達する D

- 4  -
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第 3 章 慎重審査対象船舶の入出港等

第 1 慎重審査対象船舶からの入港通報があった場合の措置

1  入国審査官は，船長又は運送業者から慎重審査対象船舶に係る入港通報があったときは，

地方局等又は出張所の長に報告の上，審査方法等について指示を受ける。

2  

第 2 慎重審査対象船舶の入出港時における取扱い

1  圃・

..0 
2  ・・・・・・・

3  

4  出港時の通報

地方局等又は出張所の長は，当該船舶が本邦の他の港に向けて出港するときには，出港

通報( 別記第 5 号様式) をもって 次港を分担する地方局等又は出張所の長に通報する。

第 3 慎重審査対象船舶の乗員に対する上陸許可の取扱い

1  

- 6' ー
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(  2  )  

ア

イ

(  1  )  

• (注)

(  3  )  

2  

(  1  )  

、l/
圃

η/ω 
rz目、、

nd 

第 4 脱船逃亡事案が発生した船舶の長文は運送業者に対する指示

地方局等又は出張所の長は，脱船逃亡事案が発生した船舶及び脱船逃亡事案が発生した

ことにより慎重審査対象船舶に指定されている船舶については，当該船舶の船長及び運送

業者に対して，乗員の管理を徹底するよう指示する D

7  -
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第 4 章様式

別記第 1号様式

別記第 2 号様式

別記第 3 号様式 ・・・・・・
別記第 4 号様式 (自IJ除)

別記第 5号様式 圃・・・

Q
O
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1
i
1
i
q
u
q
u
 

3  
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第 1章総論

第 1節目的等

「出入国審査リスト( 以下本編において「リスト」という 0) J は，本邦に入国し，又は

本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を実現するため，外国人の出入国審査に

おける上陸条件適合性の審査及び出国確認の留保， 日本人の出( 帰) 国審査における手配事

実の確認，在留審査における在留資格該当性等の審査及び手配事実の確認並びに退去強制手

続における出国確認留保該当者等の事実の確認における重要な資料として，出入( 帰) 国審

査，在留審査及び退去強制手続に資することを目的とする O

第 1 外国人
1  長期拒否者

2  1  0 年拒否者

3  5年拒否者

4  1年拒否者

5  慎重審査対象者

第 2 節登載区分

6 ブローカ一等調査票」被登載者

7  被手配者
8  紛失・盗難旅券等
9  出国確認留保該当者

第 2 日本人

1  被手配者

2  紛失・盗難旅券

第 3 節データシートの種類
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• 2  

3  

4  

5  
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第 2 章 リストの取扱い等

第 1 節 リスト及びデータの取扱い等

第 1 取扱責任者

1  地方局等の長は，リストの円滑な活用と適正な管理を行うため，取扱責任者を置く。
2  取扱責任者は，地方局等にあっては出入国審査担当の首席審査官，出張所にあっては出
張所長とする。

第 2 設置場所

端末機及び携帯用端末は，申請人等部外者が立ち入ることのできない場所に設置する。

(注)

• 第 3 データの保有・更新・管理等
1  

2  

第 2 節参考資料の管理・保管

- 3  -



第 1 上陸審査手続

• 
1  • 

2  

3  ・・・・・・

4  ・・・・・・

第3 章被登載者発見時の措置

第 1 節上陸及び出帰国

-4 ー
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第 2 帰国確認手続

2  

第 3 出国確認手続

1  

2  ・・・・・・
3  

第 2 節在留及び退去強制手続等

第 1 入国事前審査

1  • 

- 5  
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2  

第 2 在留審査

• 1  

2  ・・・・・・

3  

第 3 退去強制手続

第 3 節 被登載者発見時における留意事項

第 1 迅速かつ的確な報告
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第 2 被手配者に係る危険の回避

• 第 3 被手配者に対する手配事実の秘匿
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第 4 章登載区分別登載基準等

第 1節長期拒否者( 外国人)

第 1 登載対象者

第 2 登載期間

• 

- 8  -



圃②-

-第 3 解除対象者

1  ・・・・・・・
2  
3  

第 4 登載・解除・補正手続
1  • 

-
• 
2  ・・・・・・
(  1  )・・・・・・
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• (  3  )  

3  ・・・・・

第2 節 1  0 年拒否者( 外国人)

第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

1  ・・・・・・・
2  

3  

第 4 登載・解除・補正手続

1・・・
2  解除手続

(  1  )・・・・・・
ハU

4EEA 
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-
-圃

3  ・・・・・・

第 3 節 5 年拒否者( 外国人)

第 1 登載対象者

1  

2  
第 2 登載期間

2  
第 3 解除対象者

1  ・・・・・・・
2  
3  

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・
(  1  )  
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• 
2  ・・・・・・
(  1  )・・・・・・
- 圃

-
3  ・・・・・・

第 4 節 1 年拒否者( 外国人)

第 1 登載対象者
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• 第 2 登載期間

1  

2  

第 3 解除対象者

1  ・・・・・・・・
2  

3  

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・
(  1  )  

2  ・・・・・・
(  1  )圃・・・・・-
-

3  ・・・・・・
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第 5 節 慎重審査対象者( 外国人y

O 被退去命令者等
第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

1  

2  
3  
4  

5  

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  ・・・・・・
(  1  )・・・・・・
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-

0その他
第 1 登載対象者

2  

3  

• 
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4  

5  

6  

7  

8  

9  

• 11 
第 2 登載期間

第 3 解除対象者

1 .  
2  
3  

4  

5  

第 4 登載・解除・補正手続

1  _ -
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• 
2  ・・・・・・
(  1  )・・・・・・-
-

-
3  ・・・・・・
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第 6 節 「ブロー力一等調査票」被登載者( 外国人)

第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・
-圃
2  ・・・・・・
3  ・・・・・・

0・・・・・
第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 7 節被手配者( 外国人)

- 18 -
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第 3 解除対象者

第 4 登載。・解除・補正手続

1  ・・・・・・
2  ・・・・・・

3  ・・・・・・

第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  ・・・・・・
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3  ・・・・・・

0・・・・・
第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  ・・・・・・

3  ・・・・・・
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0・・・・・第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続
1  • 

2  ・・・・・・
3  • 

第 8 節紛失・盗難旅券( 外国人)

第 1 登載対象者

第 2 登載期間

- 21 -
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-第 3 解除対象者

2  
3  
4  -第4 登載・解除・補正手続
1  • 

2  ・・・・・・

3  ・・・・・・

第 9 節 出国確認留保該当者( 外国人)

第 1 登載対象者

-22 -
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(注)

• ③-
第2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  • 
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3  ・・・・・・

第1 0 節被手配者( 日本人)

o  • 
第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  ・・・・・・
-24 -
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3  ・・・・・・

o  • 
第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・

2  • 

3  ・・・・・・
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第 1 登載対象者

第 2 登載期間

第 3 解除対象者

1  

2  

3  

第 1 1 節 紛失・盗難旅券( 日本人)

第 4 登載・解除・補正手続

1  ・・・・・・・

2  • 

-26 -
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3  ・・・・・・
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別記第 1 号様式 ・・・・
別記第 1号の 2様式・・・・
別記第 2 号様式

別記第 3 号様式

別記第 4 号様式

別記第 5 号様式

別記第 6 号様式

別記第 7 号様式

別記第 8 号様式

別記第 9 号様式

別記第 1 0 号様式

別記第 1 1 号様式

別記第 1 2 号様式

• 
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第 5章様式
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別記第 9 号様式
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要注意在留外国人等リスト



第 1 7 編 要注意在留外国人等リスト
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第

第 2 リスト取扱責任者
第 2 節 リスト登載・解除・補正手続
第 1 登載

第 2 登載解除
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第 3 登載情報の補正 ………………………………………………………………… 5  

第 4 データシート及び原簿の措置 ………………………………………一……… 5  
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第 1 節目的

第 2 節 リストの利用
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第 2 章 リストの取扱い

第 1 節取扱責任者等

第 1 リスト登載責任者

第 2 リスト取扱責任者

第 2 節 リスト登載・解除・補正手続

第 1 登載

1  ・・・・・・
(  1  )  

① 

ア

イ

ウ

ェ ・・・・・・
② 

-
. ウ.
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題B

④ 

⑤ 
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2  

⑥ 

3  ・・・・・・

4  ・・・・・・

第 2 登載解除

1  

.
1
2
3
4
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2  

• 3  

第 3 登載情報の補正

1  ・・・・・・・・

-圃
2  

• 3  

第 4 データシート及び原簿の措置

1  
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(  1  )  

(  2 )  

(  3 )  
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第 1

.  - 国国 -圃- 圃・ 圃・・・・・・・ -- - -- -(例)

第2.
第 3 ・・・・・・ 1  ¥  

第 4 ・・・・
第 5

• 
第6.-
1  

2  • 
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第' 1 .  

第 8・・・・
1  

っ
“
つ
d
A

せ•• 第 9 ・・・・・・
第10・・・・
第11・・・
第12・・・・
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( 別表 1 )  
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• -圃
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( 別表 2)
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